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資料１ 配管の防食措置等 
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資料２ 消防用設備等の耐震措置 

 

⑴ スプリンクラー設備 

  スプリンクラー設備の耐震措置は、第１－５表の指針及び第１－６表の地震に対する目標強度

によること。 

  なお、他の消防用設備（屋内消火栓設備、泡消火設備、消防用水及び連結送水管）もこれに準

ずること。 

⑵ 非常電源 

 ア 非常電源の耐震措置は第１－７表によること。 

   なお、一般電気設備にあっても出火防止及び機能確保のうえこれらに準ずること。 

 イ 非常電源は、最も地震動の影響が少ない地盤面下に設置することを原則とする。 

 ウ 非常電源の設置に伴うアンカーボルトの選定にあっては、次によること。 

  (ア) 地震力の算定 

    ａ 設備機器に対する設計用水平地震力ＦＨ 

      ＦＨ＝ＫＨ・Ｚ・Ｗ（kgf） 

    ｂ 設備機器に対する設計用鉛直地震力ＦＶ 

      ＦＶ＝１／２ＦＨ（Kgf） 

  (イ) アンカーボルトの選定 

     床、基礎据付けの場合によるアンカーボルトの選定は、次による。 

    ａ アンカーボルトの本数及び径並びに施工方法を仮定して検討する。 

      アンカーボルトの本数は、４本以上とする。なお、ボルト径があまりに大きくなる場

合には、ボルト本数を多くして再度検討を行う。 

    ｂ アンカーボルトの引抜力は図式で表される。 

 

 
 

    ｃ アンカーボルトのせん断力を計算する。 

      アンカーボルトのせん断力は次式で表される。 

       

 



第 4 屋内消火栓 資料 

第４．資料－7  

    ｄ アンカーボルトの選定 

      Ｒｂ及びＱの値から次図「ボルト許容組合せ応力図」によりアンカーボルト径を求め

る。 

 

    ｅ アンカーボルトの施工方法に応じた基礎ボルトの許容引抜過重と照合する。 

      アンカーボルトの施工方法には、多種多様なものがあるので、別図を参考として選定

する。 

    ※ 記号の意味 

    ＦＨ：設計用水平地震力 

    ＦＶ：設計用鉛直地震力 

    ＫＨ：設計用水平地震力（免震構造及び制振構造の建築物の場合は設計者の指定する数値、

それ以外の場合は第１－６表による。） 

    Ｚ：地震地域係数（関東地方は、1.0とする。） 

    Ｗ：機器の重量（Kgf） 

    ｈG：据付面より機器重心までの高さ（cm） 

    ℓ６：検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離（cm） 

       ただし、ℓG＜ ℓ／２とする。 

    ℓ ：検討する方向から見たボルトスパン（cm） 

    Ｒｂ：基礎ボルト１本あたりの引抜力（kgf） 

    Ｑ ：基礎ボルト１本あたりのせん断力（Kgf） 

    ｎ１：機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側の基礎ボルト数≦（ｎ／２） 

    ｎ ：水平地震力を受ける基礎ボルトの総本数 

  〔引用文献〕建築設備耐震設計・施工指針 1997年版 
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資料３ 配管の摩擦損失計算の基準  

平成 28年２月消防庁告示第７号 

第１ 趣旨 

この告示は、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号）第 12条第１項第７号チ、第 14

条第１項第 11号ホ、第 16条第３項第３号ヘ及び第 31条第８号に規定する配管の摩擦損失計

算の基準を定めるものとする。 

第２ 配管の摩擦損失計算 

配管の摩擦損失計算は、次の算式によるものとする。 

 
Hは、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） 

Nは、配管の摩擦損失計算に必要なＨnの数 

Hnは、次の算式により求める配管の大きさの呼びごとの摩擦損失水頭（単位 メートル）

 

（管の種別が水配管用亜鉛めっき鋼管（日本工業規格（工業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）

第 17条第１項に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。）G3442）、配管用炭素鋼鋼管（日本工

業規格Ｇ３４５２）又は圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格 G3454）を使用する場合） 

 
（管の種別が一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格 G3448）又は配管用ステンレス鋼鋼管

（日本工業規格 G3459）を使用する場合） 

 

（管の種別が水配管用亜鉛めっき鋼管（日本工業規格 G3442）、配管用炭素鋼鋼管（日本工業規

格 G3452）、圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格 G3454）、一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本

工業規格 G3448）又は配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格 G3459）以外を使用する場合） 

Qkは、大きさの呼びがｋである配管内を流れる水又は泡水溶液の流量（単位 リットル毎分）

の絶対値 

Dkは、大きさの呼びが kである管の基準内径（単位 センチメートル）の絶対値 

Cは、流量係数であり、次式によって求めた数 

    

Qは、大きさの呼びがｋである配管内を流れる水又は泡水溶液の流量（単位 リットル毎分） 

pは、100メートルあたりの損失水頭（単位 メートル毎 100メートル） 

dは、大きさの呼びがｋである配管の基準内径（単位 センチメートル） 

I’kは、大きさの呼びがｋの直管の長さの合計（単位 メートル） 

I’’kは、大きさの呼びがｋの管継手及びバルブ類について、次式（別表第１から別表第７ま

でに掲げる管継手及びバルブ類にあっては、当該管継手及びバルブ類の大きさの呼びに応じて使用



第 4 屋内消火栓 資料 

第４．資料－11  

する管の種別ごとに定めた別表第１から別表第７までに定める値）により直管相当長さに換算した

等価管長の合計（単位 メートル） 

 

λは、管継手及びバルブ類の形状による摩擦係数 

fは、管継手及びバルブ類の材質等による摩擦係数 

 

※ 別表第１から別表第７までにあっては、資料５．「配管の摩擦損失水頭表」第２．第２－２か

ら第２－８までの表を参照すること。 
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資料４ スプリンクラー設備の摩擦損失計算例 
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別図第４－１ 
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別図第４－２ 
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別図第４－３ 
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別図第３－４ 
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別図第３－５ 
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別図第３－６ 
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別図第４－７ 
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別図第４－８ 
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資料５ 配管の摩擦損失水頭表 
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第２－２表 配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合 
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第２－５表 一般配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3448）に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合 

 

備考１ 単位は、メートルとする。 

  ２ 一般配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3448）に適合する管にあっては配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3459）を材料とする管継手を接続する場

合にあっては、本表に 1.3を乗じた値とする。 

  ３ 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のものにあっては、レジューサーとす

る。）及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさ呼び）に応

じた管の呼びの直管として計算するものとする。 
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第２－６表 配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3459）スケジュール10Ｓ に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 単位は、メートルとする。 

  ２ 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のものにあっては、レジューサとす

る。）及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び）に

応じた管の呼びの直管として計算するものとする。 
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第２－７表 配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3459）スケジュール 20に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合 

 

 

 

 

 

 

備考１ 単位は、メートルとする。 

  ２ 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のものにあっては、レジューサとする。）

及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた

管の呼び直管として計算するものとする。 
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第２－７表 配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3459）スケジュール 40に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 単位は、メートルとする。 

  ２ 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のものにあっては、レジューサとする。）

及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた

管の呼び直管として計算するものとする。 


